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１．はじめに

　本論は，不登校児童生徒への援助に携わる援助者，

つまり，教師，養護教諭，教育相談センター相談員，

スクールソーシャルワーカー，スクールカウンセラー

等が不登校児童にいかなる援助を行うべきかを，スー

パービジョンでの対応を通して示すものである。

　教師等から提出される不登校児童生徒の事例をスー

パーバイズする時，スーパーバイザーにとって，これ

らの児童生徒への援助で何を，どのように行わなくて

はならないかという意図が明瞭に伝わらないことが頻

繁にある。そして，困難を抱える者の潜在的な成長力
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を引き出し，当事者自らの力で克服するのを援助する

というようにはなりにくいのが実情である。

　教師等の，これまでソーシャルワーク実践にはなじ

みのない者にスーパービジョンを実施する場合，教師

等は，それを異文化に等しいものとして受け止めるよ

うである。スーパービジョンはスーパーバイジーに，

クライエントに対してどのようにふるまうかをスー

パーバイジーの取るべき行動として具体的に，それも

理由を伴って示す必要がある。このような不登校児童

生徒への援助に対するスーパービジョンで扱う内容を

示すことで教師等が考えなくてはならないことや取る

べき行動を示すことが，本論文の目的である。

　不登校は，簡単には解決できず，綿密な計画と十分

な配慮の下で取り組まれなくてはならない問題であ

る。その援助に必要な能力がないまま取り組むなら，

その取り組みは，ほとんど効果が上がらず，むなしい

努力に終わり，援助に対する意欲を喪失するか，さら

には，逆転移を起こして児童を批判するか，すらしか

ねない。

　なお，本論文では，次のような典型的なタイプの不

登校児童生徒を前提とする。つまり家に閉じこもりが

ちで，真面目で，几帳面で，神経質で，完全癖の傾向

がある。また，クラスメートとコミュニケーションを

取ることが苦手で，孤立し，人前で感情を抑圧し，委

縮するなど，人間関係をうまく形成することができな

い。そして情緒的に安定性に欠け，体調不良を訴える

タイプである。

　また本論文は，不登校児童生徒への援助の全過程で

はなく，援助の過程の初期段階で問題となるポイント

に主に焦点を絞って論述する。

２ ．記録から読み取ることができる相談員の実

践上の問題

（1）一般に報告される典型的な事例

　不登校事例に関して，スーパービジョンをこれから

受け始めるという段階で提出される典型的な以下のよ

うな記録（スーパービジョン開始時における記録）を

想定し，論述を進めることとする。この事例は，某市

教育相談センター相談員（元中学校教員）男性による

ものとする。

スーパービジョン開始時における記録

クライエントＨ：

　不登校。中学校１年生男子。大柄で色白。やや

肥満体型。どちらかと言えば体を動かすことは好

まず，運動は苦手。クラス内では，目立とうとす

る傾向がある。しかし他のクラスメートから必ず

しも受け入れられず，どちらかと言えば孤立気味

である。また困難なことや嫌なことがあると自室

に引きこもり，精神的に不安定になる様子が見ら

れる。

家族・生育歴：

　会社員の父親，専業主婦の母親，姉，そしてＨ

の４人家族。すぐ近くに父方の祖父母在住。201X

年４月からは姉は進学のため家を出る。Ｈは，両

親にとって長く待ち焦がれた男児であり，生後よ

りかなり甘やかされてきている印象である。当該

生徒の子育てについては，父親は関与せず，母親

が一手に引き受けている状況である。

概要：

　Ｘ年10月，市立中学校の学級担任Ａより市教育

相談センターに，今年度から担任をしている生徒

のことで相談が届く。担当することとなった相談

員は，担任教師より情報を聞き取り，その時点か

らおおよそ隔週で定期的に家庭訪問を実施する。
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母親との情報交換を実施するとともに，本人とも

面談を実施。得られた情報をまとめると，以下の

通りである。Ｈの問題として，①進学直後は登校

していたが，５月中旬から欠席状態となり現在不

登校である。登校できない理由を聞くと，級友と

のトラブルを口にするものの，担任によれば，い

じめを受けたり仲間外れにされたりしていたとい

う印象はない。②当初は，腹痛や発熱を理由に欠

席するようになった。医療機関を受診するものの，

異常認めず。親も担任教師も登校するように促し

たが，ベッドから起きてこない状態がほとんどで

あった。③その後，昼夜逆転の生活を繰り返し，

家でゲームをしたりDVDを観て時間を過ごして

いる。④その後，家庭で暴れる場面が多発し，暴

れるＨに対し保護者が手を付けられず困惑してい

る。屋内を覗くと，破損状態の家具や建具が見ら

れる。⑤その後の現在に至るまでの８か月間，現

状に変化はなく，本人のしたいようにさせている

とのこと。なお最近では，家庭訪問時Ｈは，相談

員との面談を嫌がるわけではなく，淡々とした表

情で受け答えしている。

経緯：

　　Ｘ年４月　当校入学

　　　　５月　欠席がちになり始める。

　　　　10月　 この頃より相談員が家庭訪問開

始。本人，母親と面談。本児は玄

関先での会話には応じ，家庭での

生活の様子を説明してくれる。学

校へ行かない理由として，いじめ

られること，行っても意味がない

との理由を挙げる。母親は手の施

しようがなく，多少あきらめの表

情。

　　　　12月　 父親より，本児の将来のことを心

配され，相談される。家具の傷み

　　　　　　　 等から家庭内が荒れている様子が

窺える。本児からは，小学校の時

は楽しかったと，思い出話を聞か

される。

Ｘ＋１年１月　 夜間に外出することがある。コン

ビニへ行っている模様。

　　　　　　　以下略

（2）記録の重要性

　スーパービジョンではまず，提出される記録の重要

性を確認するところから始まる。スーパービジョンで

用いる最も基本となる題材は，提出される記録である。

スーパービジョンは記録を用いた教授法であり，記録

を用いて実施される必要がある（Hawthorne 1987）。

もちろん口頭で補足が行われるので，記録がスーパー

ビジョンでの論議のための題材の全てではない。スー

パーバイジーが自ら補足説明することもあるし，スー

パーバイザーが質問し，それに答える形で，記録にと

どめていなかった内容が補足されることもある。だが，

スーパービジョンで，記述式であろうが，オーディオ・

ビデオによるものであろうが，スーパーバイジーが提

出する記録を用いなければ，スーパーバイジーがクラ

イエントに対する実践で行ったことについて確実に話

し合うことができない。記録がないまま，口頭報告を

用いて行われるスーパービジョンでは，実践について，

実際にはさほど話し合われてはいないのに，十分に話

し合われたという錯覚を当事者に引き起こす危険性が

あるとも言われる（Munson 1979）。

　またスーパーバイジーにより，ある事柄が記録にと

どめられているという事実は，その事柄がスーパーバ

イジーによって重要な事柄として認識されているとい

うことを意味し，また反対にその事柄が記録にとどめ

られてはいないという事実は，その事柄がスーパーバ

イジーによってさほど重要な事柄ではないと認識され

ているということを意味している。よって，記録され
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ている，記録されていない，ということ自体が，スー

パービジョンで論じられる重要なテーマともなり得

る。こうして，スーパーバイジーの提出する記録は，

スーパービジョンの場で，スーパーバイジーが自分の

行動を振り返り，理解し，そして修正するのに不可欠

なものとなる。

　またさらに，記録は，スーパービジョンで効率よく

利用されるようにまとめる必要があるため，記録を作

成するという行為それ自体が，ワーカーに自分の実践

を振り返らせることによる優れた学習の機会ともな

る。

　そして毎回提出される記録の内容がある特定の特殊

な観点に焦点付けられ，一貫性を保持し，そして明確

性を併せ持つ内容にまで高められていく過程は，パラ

レルに，クライエントに対するワーカーの実践能力の

向上を反映したものとなる。

　スーパーバイザーはスーパーバイジーに対して，以

上のような記録についての説明とともに，内容につい

てはコンパクトにまとめ，かつ重要と思える部分を外

さないようにという指示を出す。

（3） 記録から読み取れる相談員の実践の改善すべき

点

　さて，記録の内容は，相談員がクライエント（不登

校生徒）に行っている援助の実態をよく表すものであ

り，記録からは，改めなくてはならない相談員の実践

上の問題点が映し出されている。ただし，このような

タイプの記録は通常，初めてスーパービジョンを受け

る相談員より提出される記録に典型的に見られるもの

であり，このような記録を改めていくことがスーパー

ビジョンにおけるもっともな課題として扱う必要があ

り，決して否定的な評価を引き出すものではない。こ

の記録からスーパーバイジーに説明されなくてはなら

ない内容は，おおよそ次のようにまとめられる。

　それは，記されている記録の内容が客観的な情報を

中心としていて，クライエントからの開示された情報

が欠如していることである。つまり，クライエントの

年齢・性別，家族構成，医療機関受診，家庭生活の状況，

親子関係の様子などについて記されてはいるが，これ

らは，相談員がクライエントを客観的に把握する範囲

の情報にとどまり，他方，クライエント自身に聞かな

ければわからない内容が欠落しているのである。クラ

イエント自身が何に悩んでいるのか，今の自分の状況

を解決しようとしてこれまでにどういった努力をし，

その結果はどうであったのか，これからはどのように

しようと考えているのか，そして周囲にいる相談員や

教師，さらには両親に対してどのような感情を抱いて

いるのか，などクライエントの心の中の主観的な思い

については記されていない。

　そして，記録にクライエントの主観的事実に関する

情報が欠如しているという事実は，一般にそういった

情報を聞き取ることができる関係で相談員が実践して

いないということを物語っている。よって，この場合，

援助者の取り組むべき課題は，まずはクライエントが

主観的事実を開示することができるだけのクライエン

トとの間での信頼関係を形成するということである。

　なお，クライエントが感情を伴った内面の思いを語

れば語るほど信頼関係は形成されるし，また反対に信

頼関係が形成されればされるほど，クライエントは内

面にある真実を語るというように，信頼関係と真実の

開示とは，相互に促進され合う関係にある。

　そして，この関係を通して，クライエントが相談員

の提供する援助過程において主体的に自分の抱える問

題の解決に取り組むようになる。内面の感情を伴った

事実が開示されることで，両者間にでき上がる信頼関

係に基づき，援助を受けるためのクライエントの側の

体制ができあがるということになる。

　クライエントの主観的事実についての情報として，

クライエントがどういった思いでいるのか，また提供

される援助をどのように受け止めているのかがわかれ

ば，相談員がどういった方法で援助を展開すべきかを

判断することが可能となる。
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　ただし，クライエントに問うてもクライエントの語

る言葉が真実であるとは即断できない。信頼関係がで

きていても，クライエント自身も，自分でわかってい

ないこともあり，クライエントに対して言語化を図り，

クライエントが抑圧して，場合によっては明確に意識

していない事柄を意識に上らせ，そうして，ワーカー

に語らせるという手順が必要な場合もある。

　以上，クライエントについて得ている情報に関する

問題点を，開示された情報が欠如していることという

点から指摘したが，この問題点は，クライエント自身

に限らず，その母親からの情報に関しても，さらに教

師からの情報に関しても同様に生じ得る。たとえば母

親は，子供の不登校をどのように捉えているのか，提

供される援助をどのように感じているのか，またそれ

らを活用しようとする動機がどの程度あるのか，は相

手との信頼関係に基づいて入手することができる。た

とえば記録では，「母親との情報交換」とあるが，相

談員は，いかなる情報をどれほど入手したのか。母親

は，本児の日頃の家庭での生活状況，本児が報告する

学校での出来事，そして本児から聞き取った不登校の

理由を述べるかもしれない。だが，本児への有効な援

助のためには，母親から，本児より不登校の理由を聞

かされた時，その内容をどのような思いで聞き，どう

反応したのかを聞き取る必要がある。この母親の本児

に対する反応が，本児に不登校の理由を正しく言わせ

るか否かを決定づけているはずだからである。さらに

は，この時の母親の反応の仕方は，普段からの親子関

係のあり方の一断面を表しており，このことを相談員

が知ることで，母子関係のあり方をある程度知ること

ができるからである。母親は，「子供に学校へ行かな

い理由を聞いてもあまり話さない」「学校に嫌なこと

する奴がいると子供から聞いている」と返答するかも

しれない。その場合母親は，「とにかく学校は行かな

くてはならないところ」「我慢して行きなさい」「先生

からその子たちに注意してもらうようにする」と言っ

ていないか。しかし，本児の本当の思いはこれらより

ももっと深刻であって，子供が苦しんでいる実際の

生々しい内容については，聞けていないことが多い。

母親が日頃から子供の理解者で，子供の本当の思いを

聞くことができる人物であるなら，子供は腹の立った

出来事，みじめな自分，学校場面での不安，そして身

体症状の苦しみなどの日々の悶々とした思い，そして

「明朝またいつものように，嘔吐して学校へ行けなく

なるのではないか」という予期不安の苦しみを語るこ

とができる。果たして母親は，子供のこれらの思いに

どれほど接近することができているのか，相談員は把

握する必要がある。

３．求められる対応

（1）信頼関係の形成

　相談員による上記記録を用いた報告に対して，スー

パーバイザーは，次のような内容のフィードバックを

行う。

　援助過程の初期の段階におけるもっとも中核となる

課題は，信頼関係の形成である。これは，援助過程を

成功に導くための最も根幹をなす必須の条件である。

相談員に対しては，信頼関係が何であるかを明示的に

教えることが必要となる。なぜなら，信頼関係という

文言は，相談員により，それが形成されたかのように，

一方的に判断され，都合よく用いられる傾向があるか

らである。

　信頼関係の形成とは，両者間の役割関係の形成を言

う。言い換えると，信頼関係の形成とは，クライエン

トが自分の困難を自ら解決するために，ワーカーとの

共同の取り組みを展開する関係に自ら「参加」（黒川 

1985：216）することであり，「クライエントとして

の役割を引き受ける」（黒川 1985：216）ことである。

クライエントは，信頼関係が形成されることで，相談

員を自分にとって必要な存在として認め，相談員の力

を借りて，自らの意思と能力で，不登校という問題を

克服する過程に着手することができるようになる。
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　クライエントが相談員を信頼するのは，相談員がク

ライエントをどのように援助しようとしているかをク

ライエントが体験することを通してである。クライエ

ントは，自分の「援助場面での援助のされ方について

の欲求」（黒川 1985：252）をワーカーがどのように

充足させてくれるかを通して，ワーカーを信頼すると

言えるからである。

　一般に，ワーカーは，初めは援助を受け，活用する

という動機を持たない者に対して，その動機を生み出

すように働きかけるところからスタートすることとな

る。不登校児童生徒の場合，まず相談員は，次節以降

で述べるように，以下の課題に取り組まなくてはなら

ない。第一に，相談員自身の役割をクライエントに明

確に理解させること。第二に，クライエント自身が不

登校に悩み，苦しんでいて，援助を求めているという

事実を相談員が承認し，尊重すること。そして第三に，

クライエントの不登校が身体症状から発するもっとも

な行動であるということを相談員が承認し，そしてク

ライエント自身にも受け入れさせること，である。そ

うして，クライエントが自分にとって最善の援助を提

供してくれるのはこの人物である，と確信できるよう

にする。

（2）相談員の取り組む課題

１）相談員の役割に対する理解の促進

　クライエントが相談員との間で信頼関係を形成する

ようになるために，相談員は，自分の役割をクライエ

ントに理解させる必要がある。相談員の役割とクライ

エントの役割とは相互関係にあるので，このことは同

時に，クライエントがクライエントとしての役割を理

解することでもある。

　不登校児童生徒は，自分に向けられる援助がいかな

るものか，また相談員の役割がいかなるものかを知ら

ないと想定することが必要である。さらには，相談員

は，学校の先生や親からの依頼で不登校児童生徒と接

触を持ち始めることが一般的であるため，相談員がこ

れらの人物の延長として認識され，これらの児童生徒

が相談員を容易には信頼しないということがあり得

る。特にこれまでの教師の対応が児童の意思を無視し

た強引な方法で行われているなら，なおのこと，相談

員は恐怖の対象とすらなっている。

　こういった問題は，不登校児童生徒に限らず，他の

領域の問題を抱えるクライエントの場合でも起こり得

る。一般の人々は，ソーシャルワークがどのように人々

を援助するか，またワーカーの役割がいかなるものか

を知らない。さらには，クライエントが専門機関とこ

れまでに接触を持ったことがなく，今回初めてワー

カーと接触を持つということはむしろまれで，どこか

の専門機関の援助者といくらかは接触を持っていて，

これらの者との間の先行体験が，これから接触を持と

うとするワーカーに対する先入観を生み出しているこ

とがあり得る。このことからして，ワーカーの行うこ

とは，クライエントに対して，ワーカーの役割を初め

て理解させるというよりも，すでに持っている援助者

に対する先入観を修正することの方に取り組むことと

なるのが一般的である。

　相談員は，自分自身の役割を二重メッセージを廃し

て，明示的に述べることが必要である。このことは，

信頼関係を確実にするために必要であり，相談員の口

から発せられる言葉には裏表がなく，額面通りの意味

で理解されるものであるということを感じ取らせるも

のでなくてはならない。特にしばしば教師は，最初，

不登校児童生徒の理解者の態度を取り，その後しばら

くして，これらの者が未だに登校しようとしなければ，

「ぼちぼち行ったらどうだ」と怒り出す。あるいは，「教

室の前まで」と言ってこれらの者を連れて行き，そこ

まで行くと「せっかくだから入ってみよう」と強引に

教室に入れようとする。このような教師の態度の豹変

は，援助に努める全ての者に対する不信感を生み出す

原因となっている。前言を翻す者を，誰も信頼しない

からである。相談員がこのような態度を取る教師とは

異なることを，特に明らかにすることが望まれる。



7石田　敦

　具体的には，次のような内容を，クライエントに理

解させる必要がある。相談員は親や学校の先生からク

ライエントに会うように依頼を受けているけれども，

相談員は親や教師の意思ではなく，自分の意思で行動

するということ。相談員は，クライエントの味方であ

り，その意思を最も尊重すること。学校へ行くかどう

かは，本人が自分の意思で決めれば良いと考えていて，

学校へ無理やり行かせることはないこと。相談員に話

したことについては，秘密は守られること，である。

これらのことを相談員は，親と教師の同席のもとで，

クライエントに説明するとよい。そうすることで同時

に，親や教師も相談員の考えを理解し，同意している

ことを，クライエントが知ることができるからである。

　そして，相談員は，クライエントの理解者であるこ

とを知らせるために，クライエントが自分の気持ちを

相談員に語らずとも，相談員はそれらを十分に知り得

ているということをクライエントに伝える必要があ

る。この場合も，相談員は，親と教師の同席のもとで，

自分の理解している不登校の者の気持ちや状態をクラ

イエント自身に説明すればよい。たとえば，いつも身

体症状で苦しんでいること。登校に向けた強制は本人

を苦しめるだけであること。行こうと思っても行けな

いこと。行けるなら行きたいと思っていること。身体

症状がなくなれば，学校へ行く意思があること，であ

る。このように説明すれば，クライエントの相談員に

対する防衛は，かなりの程度取り払われる。

　ただし，直ちにクライエントが相談員を，不登校を

克服するための援助者として必要とするとは限らな

い。はじめから相談員が想定するような援助者−被援

助者関係ができ上がるわけではない。たとえば，学校

でいじめられたと訴えるクライエントであれば，相談

員を，学校に対するもしくはいじめた他の児童生徒に

対する復讐のための協力者に仕立てあげようとするか

もしれない（石田 1990：202-220）。だがこのような

相談員に対する役割期待ですらも，信頼関係形成のた

めの取り組みの一過程として必要とされ，その後にお

いてクライエント自身の抱える緊張や不安を解決する

ための取り組みが行われることになる。

　クライエントの期待に沿って，本来の相談者として

の役割から外れた役割に一時的にでも就くのは，次の

ような理由からである。不登校児童生徒は，弱い子供

であり，自分の弱さを認められない。それにもかかわ

らず，防衛を取り払うかのようにこれらの者に直面を

求めることは，これらの者を極端にまで不安に陥れ

る。「誰も自分を仲間に入れてくれない」という訴え

は，担任教師から見れば間違いであり，周囲が拒絶し

ている様子もなく，むしろ問題は，「自分から集団に

入っていかないからだ」とその主張を否定したくなる。

そして「自分から声をかけてみてはどうか」と返答し

たくなる。だがこのような返答は好ましくない。不登

校児童生徒に自分の行動を顧みるよう求め，これらの

者に自分の弱点への直面を図るのは，相談員との信頼

関係ができ，またこれらの者自身に自分の弱さを認め

ても傷つかないだけのたくましさができてからであっ

て，信頼関係が安定的に形成されるまでは，これらの

者の主張は，完全に理解され，受け入れられるという

体験が提供される必要がある。

２）援助を求めているという事実への承認

　不登校児童生徒との信頼関係を形成することが可能

なのは，彼らが苦しんでいて，その苦しみを解決する

のを助けてくれる人物を求めているという事実がある

からである。援助が成功するのは，相手が援助を求め

ているという事実に着眼し，その援助に対する期待に

応えることによってである。以上のことは，これらの

児童生徒に登校を強制する傾向のある教師等の援助者

にとって是非とも理解すべき事柄であって，スーパー

ビジョンでの重要な論議の内容となる。

　不登校児童生徒は，行きたいと思っていて，日々学

校へ行けていないことの罪悪感と焦燥感に苦しみ，そ

して，この苦しみから抜け出したいと思っている。し

かし，援助者はこの事実に気付かず，むしろ彼らが学

校へ行くのを嫌がっていると単純に理解する。その点，
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不登校児童生徒が取る態度は，これらの者の本当の思

いや意思を的確に表現するものではないことを理解す

る必要がある。そもそもいかなる困難を抱え，援助を

必要としている者であっても，100％援助を求めてい

ることはあり得ない。援助を求めることは，自身の弱

さを認めることでもあり，また自身の扱いを他者に委

ねることでもあり，程度の差こそあれ，こういったこ

とには抵抗と恐怖が伴う。不登校児童生徒の場合もア

ンビバレントな状態にあり，「学校へ行きたいが，行

きたくない」という思いでいるし，また「援助を受け

たいが，受けたくない」という思いでいる。そこで援

助者は，これらの児童生徒に対して，相対的に大きい

方の「行きたくない」また「受けたくない」という思

いを，他方の「行きたい」また「受けたい」という思

いとの間で葛藤状態に陥らせ，後者の方の思いが前者

の思いを上回るように働きかけるようにする。彼らの

心の中のこのようなバランスの変化は，彼らの援助者

に対する信頼の形成，提案される援助により目下の問

題が解決されるという確信，そして援助者との接触に

おいて自分の意思が尊重されるという体験，を通して

生じる。

　また他方，不登校児童生徒が自分の状態を正しく表

現しないこの傾向は，援助者や親などの周囲の大人を

誤解させる一因ともなる。これらの児童生徒は，学校

へ「行かない」と言うけれども，実は行けない。「行

けない」のに「行かない」と言う。彼らが「行けない」

のに「行かない」と言うこの傾向は，周囲の大人の理

解のなさに原因がある。つまり大人は，次のように考

える。学校へ行けないということはあり得ず，本人が

行く意思を持てばいつでも行けるはずで，行こうとし

ないから行かないのだ。また，人には，意思や理性が

あり，人は，自分で自分の行動を意思通りに取ること

ができるはずである，と。このように決めつけられる

と，これらの者は，本当のことを言えなくなってしま

う。不登校児童生徒について正しく理解しない者は，

これらの児童生徒が苦闘している「自分の思い通りに

ならない自分」の存在を信じようとはしない。親は子

供が体調不良を訴えると，半信半疑，医療機関に連れ

て行き，「異常なし」との診断結果を聞き，子供の訴

えを不信がる。人は自分の意思通りに行動できない場

合がある，ということに対する理解のなさのために，

登校するようにとの強制が行われる。

　また不登校児童生徒が「行けない」のに「行かない」

と言う理由は，学校へ行けない自分を自分で認められ

ないことにもある。弱い自分，みじめな自分を自認す

ることは，抵抗感の伴うことである。さらに場合によっ

ては，学校へ行けない理由を合理化し，学校場面であっ

た出来事をその理由にあげることがある。つまり，先

生の態度を不公平で許せないとして憤慨したり，クラ

スメートからのいじめを理由としてあげたりすること

も，不登校の原因がわかりにくくなる理由である。

　誤解による登校への強制がもたらすこれらの児童生

徒への苦しみは，家庭内暴力の引き金となることを通

して理解することができる。家庭内暴力は，不登校児

童生徒の問題を，親や教師がどのように捉えているか

を，またより究極的には，不登校児童生徒が自分自身

の不登校をどのように捉えているかを如実に表してい

る。つまり彼らは，自分自身が学校へ行けないでいる

ことで罪悪感があり，苦しんでいる。また学校へ行っ

ていないことが恥ずかしく，罪悪感があるので，他の

児童の下校時間までは家から出られないでいる。学校

へ行っていない時間であっても，児童にとっては自由

な時間ではない。また昼間逆転の生活を送るのも，学

校へ行っていなくてはならない時間帯を寝て過ごすこ

とで，学校へ行けていない罪悪感から逃れることがで

きるからである。要は，不登校児童生徒は，一般に学

校へ行くことができている方が楽なのである。

　周囲の大人は，彼らがこのような気持ちでいること

を知らず，学校へ行ってほしいという無言の圧力をか

けることにより，これらの者は，一層罪悪感やイライ

ラが高まり，爆発する。その点，不登校に伴う家庭内

暴力の発現は，これらの児童生徒の周囲の大人の，彼
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らに対する認識や対応のし方を振り返り，改めるため

の優れた機会を提供してくれる。家庭内暴力は，周囲

の大人にとっても困惑し，困り果てた状況を生み出す。

親にとってのこの苦痛は，親が，援助者の差し出す援

助の手を借りて，自身の子供への態度を改める動機を

生み出すからである。また親の態度変容により，子供

の家庭内暴力が収まれば，自分たちの態度が如何に子

供を苦しめていたかを自覚することにも役立つ。

　援助者の側の「強制すれば行かせることができる」

という思いは，児童生徒の主体性や自主性を尊重させ

なくしてしまう。冒頭の記録を見る限り，クライエン

トの主体性の欠如は明らかである。つまり，クライエ

ント自身がどうするか自己決定していない。相談員が，

この記録において，クライエントの開示する情報をと

どめていないという事実は，クライエントがこういっ

た内容の情報を提供することができておらず，明らか

に受け身的な立場にいることを意味する。クライエン

トは，自身の内面を援助者に理解されることで癒され，

そうして，自身がどうしたいのかを語ることで，クラ

イエントのためになされる援助への彼ら自身の参加を

実現する。

　Hollis（=1964：118-9）は，クライエントが困難を

解決するために自分自身を導く能力を意味する用語と

して「自己指向」（self-direction）を用いる。ワーカー

は，このクライエントの能力を信じ，それを最大限に

拡大し，他方クライエントに求める依存は必要最低限

にとどめるようにする。クライエントが，ワーカーが

考えた方法よりもクライエント自身が考えた方法を採

用する方がクライエント自身の行動を強化する。人は

強要されるよりも自分自身の意思で決めたことを行動

する方がはるかに意欲的となる。クライエントの主体

性がないところでクライエントの問題の解決はあり得

ず，そのため，ワーカーのクライエントの能力に対す

る敬意と，クライエントの能力で問題が解決できると

いうワーカーの側の確信を，クライエントに感じ取ら

せることが必要である。

３）身体症状の存在の承認

　親もクライエントもが身体症状について明示的に話

し合い，その意味を理解できるようになる必要がある。

そのため，スーパービジョンでは，相談員が身体症状

の存在と不登校に対するその影響とを理解し，間接的

に，相談員が親とクライエント本人にもこのことを伝

え，理解させるようにすることが課題となる。

　クライエントを不登校にさせている直接的な原因

は，「身体症状」であり，クライエントが学校へ行か

ないのは，なまけや勉強嫌いからではない。クライエ

ントが身体症状を隠すことなく，身体症状が不登校の

児童生徒にあって当然のもので，彼らが苦しんでいる

もっともな問題として，その治療に取り組むことがで

きなくてはならない。

　身体症状は，登校しなければならないと思うと，一

種の「心因反応」（黒川 1990：9）として，緊張や不

安感から発症する。そしてクライエント自身，身体症

状の発症を恐れて登校できなくなる。その苦しみは身

体疾患があって生じる苦しみと同等である。身体症状

は，登校しなくてはならない日の朝になると発症し，

その結果として，その強烈な恐怖心から登校ができな

くなる。クライエントは，しばしば「明日は学校へ行

く」と言い，登校の準備をする。しかし朝になると体

の具合が悪くなり，行けない。クライエントは，この

症状について気にしないでおこう，気にしないでおこ

う，とするが，それでも起こり，自分でもどうしよう

もないと感じている。またこの身体症状は，やがては

予期不安となり，登校時のことを考えるだけで苦しく

なるところにまで至る。また登校時刻を過ぎ，昼近く

になると元気になり，食欲もわいてくる。さらに休日

の朝には現れない。この症状は，本人にとって原因が

わからず，「奇病」（黒川昭登 1990：32）としてしか

感じられないでいる（様々な身体症状の不登校との関

連については，黒川・上田 （1999：38-53）参照のこと）。

　クライエントは，奇病である身体症状を他者に説明

することは困難であると感じる。「気のせい」程度に
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受け流されれば，それは弱い人間の証として見なされ

ているように感じ，自分を責めざるを得ない気持ちに

なる。よって，身体症状で学校へ行けないという告白

は期待しづらい。親は，しばしば相談員に，「どうし

てあの子は学校へ行かないのでしょうか」と問う。親

は，不登校に困り果て，本人に学校へ行かない理由を

問うが，子供からは身体症状のことを教えてはもらえ

ないでいる。朝登校時に，玄関で胃液を吐いていて，

また朝トイレに入りトイレから出てこられなくなって

いて，親がこれらを目にしていても，大した問題では

ないと受け止め，不登校に対するその重要性に気付か

ないでいる。なお，親にとって，この不登校の原因が

わからないということは，親子関係の断絶の証であ

り，不登校の背景として存在する断絶した親子関係を

修復するための取り組みが必要となることを意味して

いる。

４ ．スーパービジョンを受けてからの相談員の

実践

　通常は，相談員に対し，毎週か隔週程度の頻度でク

ライエントへの面接を実施し，それらと同頻度かそれ

らよりもやや間隔をあけた頻度で実施されるスーパー

ビジョンを受けるように求める。そして，的確なスー

パービジョンが行われるなら，おおよそ数か月後には，

次のような報告（スーパービジョンを受けてからの記

録）が相談員から提出されることが期待される。相談

員が報告する内容が，クライエントに聞かなくてはわ

からない内容を含み，児童の内面的な苦しみが理解で

きるものとなっている。特に身体症状に関する部分に

焦点を当てて，記録の一部を紹介する。

スーパービジョンを受けてからの記録

相＝相談員，ク＝クライエント

　相　　 君は，学校へ行こうとすると，どうなる

　　　　 のかね。説明してほしい。

　ク　　 朝起きて，二階の部屋から出ようとする

とめまいがするのです。喉の奥から胃液

が上がってくる。げっ，となる。人に普

段は見せたことのないようなすごい表情

になります。真冬でも汗がびっしょり。

こんな感じが，まだ学校へ行っていた当

時のいつもの朝の様子。前日の夜から，

明日は気にしないようにしようと気を紛

らわすようにするのですが，朝になると

だめ。いつものように苦しくなる。どれ

だけ努力してもだめ。お母さんが胃薬を

買ってきてくれて飲んだこともある。で

も効かない。

　相　　 それでも行こうとよく努力していたね。

　ク　　 休み始めた頃，朝，学校の先生が車で迎

えに来るんです。強引に車に乗せて，ま

るで誘拐です。だから今でも先生は嫌い。

それで僕が学校へ行かないのは，体が悪

いからだと思っているでしょう。でも，

自分は学校など行かなくてよいと思って

いる。

　相　　 と言うと？

　ク　　 学校は嫌なことがあるところだから。教

室での皆の会話は，自分には幼稚に思え

る。だから会話がしんどい。それにもう，

今からでは友達できないし。今の中学へ

は戻らずに，高校から行こうと思ってい

ます。勉強は自分で自宅でできますから。

それなりの高校に入って，そこで皆を見

返してやろうと思うのです。

　相　　 これまで体がしんどくなるというのは大

変だったと思う。でもね，高校生になっ

たとしてもまた体の具合が悪くなるとい

うことが起こらないか。人前に出たら緊

下の余白調整して
罫線の位置を揃えています→
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　　　　 張してしまって，人と会ったり会話した

りすることができなかったらどうする？

　ク　　 確かにそうだけれど，きっと先生でも治

せませんよ。

　相　　 学校へ行こうとすると，体の調子が悪く

なるのを治そうではないか。

　ク　　 体がしんどくなるのは，不治の病。治そ

うにも治らない。治るものなら，自分の

力で治しています。体のことは放ってお

いてください。

　この記録では，クライエントの主観的な世界が垣間

見え，クライエントなりの不登校の理由に対する合理

化もある中，自分の状況を彼なりの独自の見方で説明

している。クライエントの苦しい内面が開示されてい

て，クライエントと相談員との間の信頼関係もある程

度形成されていて，クライエントが自分の弱みを見せ

ることができている。

　このようなケースでの援助は，その後，クライエン

トの身体症状の治療に焦点を当て，取り組まれること

となる。身体症状は，感情を抑圧することで生じる。

相談員は，スーパーバイザーからの指導の下，クライ

エントの抑圧している感情を適切に言語化するように

促す。たとえばクライエントは，「先生に叱られた」

と言う。クライエントは，その出来事を大したことで

はないかのように言ったり，あるいは「自分が悪いか

らだ」と，自らを責めることでその感情を抑圧し，そ

の感情の処理を終える。クライエントは，これらの抑

圧感情の存在を否定し，平穏無事に過ごしているかの

ような態度を取る。しかし，本当はとても傷つき，腹

を立てている。そこで相談員は，平穏無事に過ごして

いるかのような態度をそのまま受け入れるのではな

く，腹の立った気持ちを表現させ，情動発散をさせな

くてはならない。一般にこれらの児童生徒は，感情表

出を禁じられる家庭環境で育ってきているので，感情

表出を苦手とする。しかし，援助者からの共感と，腹

を立てて当然であるという是認の姿勢により，本心の

感情を表出できるようになる。たとえば，「悔しい」「あ

の時…と言い返せばよかった」と，思い通りにならな

かったことに怒りの感情を表現するようになる。こう

いった感情表出が可能になることで，感情の抑圧傾向

が軽減され，クライエントは，緊張場面に対する適応

力を高め，身体症状の出現を鎮めることができる方向

に向かう（身体症状の消失のための技法については，

黒川昭登　1996：130-153参照）。

　感情を抑圧するタイプの者は，人前での委縮した態

度，緊張場面を避ける傾向，そして友人のいない孤独

な生き方をしていて，そうしてこれらの傾向や生き方

を嫌悪している。これらの傾向の改善は，本人自らが

何よりも解決を望む問題なのである。不登校児童生徒

は，このような自分の性格の弱点を克服すべく，自分

自身が援助過程に参加し，弱い自分を克服するように

取り組むようになる。不登校児童生徒にとって，自分

のこのような生き方を改善することは，本人自身が望

むところのことであり，このことは，相談員との間で

取り組むべき目標として合意に至ることができるとこ

ろのものである。

５．終わりに

　本論文は，不登校児童生徒への援助の実践に関する

スーパービジョンで，特に援助の早期の段階で問題と

なる事柄を中心に述べた。ここで取り上げられた不登

校児童生徒の援助者との関係形成でみられる課題，身

体症状の把握，性格特徴の理解は，援助の過程でいず

れも重要な位置を占める。不登校の問題への援助には

これらの課題に取り組むための一連の知識や技術が必

要であるということが理解されることが，まず何より

も重要である。

　スーパーバイザーは，明確な一貫性のある方針の下，

スーパーバイジーからの報告に基づき，スーパーバイ
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ジーに対してクライエントへの対応の方法をタイム

リーにフィードバックする必要がある。そうして，スー

パーバイジーの行動により生じるであろうクライエン

トの反応や変化を予測し，それらの変化や反応をスー

パーバイジーが実際に感じ取ることで，スーパーバイ

ジーの学習を成立させることができる。

　感情の抑圧という性格傾向を改善することには，再

登校を可能にするという次元を超えた意味がある。つ

まり，不登校を克服するための援助は，学校へ行ける

行けないという次元を超えた，児童生徒の人間関係の

持ち方や生き方，そして価値観の変容にまで至る一大

事業への援助である。言い方を変えるならば，不登校

児童生徒の再登校は，その児童の生き方の変容の結果

として生まれる変化の一つである。この一大事業の偉

大さが理解できるということが，不登校の問題を扱う

スーパービジョンで援助に携わるあらゆる大人が学習

する究極のテーマであると思われる。
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